
『
令
集
解
﹄
に
於
け
る
﹁
此
間
﹂
に
つ
い
て
の
一
考
察

川

北

靖

之

は

じ

め

に

｢
此
間
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
現
代
で
は
﹁
此
の
間
﹂
と
書
い
て
︑
こ
の
ご
ろ
︑
近
頃
︑
先
頃
︑
過
日
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
︒
時
間
的
に
比
較
的
近
い
過
去
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒
日
本
語
の
﹁
此
間
﹂
を
﹁
こ
の
あ
い

だ
﹂
と
読
む
場
合
に
は
︑
時
系
列
に
於
い
て
理
解
す
る
の
が
︑
一
般
的
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
ま
た
︑
こ
の
読
み
の
場
合
で
も
︑
二
つ
の
地
点

の
間
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
り
︑
地
理
的
な
隔
た
り
を
言
う
こ
と
も
あ
る
︒
諸
橋
轍
次
著
﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
を
見
る
と
︑
﹁
此
間
﹂
の
語

彙
が
採
用
さ
れ
て
お
り
︑
﹁
コ
ノ
カ
ン
﹂
の
読
み
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
意
味
と
し
て
は
︑
こ
ち
ら
︑
当
方
︑
こ
の
あ
た
り
の
三
つ
が
採
用

さ
れ
て
い
る
︒
用
例
と
し
て
︑
李
滉

(
退
渓
)
の
﹃
答
李
大
成
﹄
に
見
え
る
﹁
但
此
間
禾
穀
似
難
於
豊
穣
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で

は
﹁
こ
の
あ
た
り
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒
漢
語
と
し
て
の
﹁
此
間
﹂
は
﹁
コ
ノ
カ
ン
﹂
と
読
み
︑
主

と
し
て
地
理
的
概
念
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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平
安
時
代
の
明
法
家
惟
宗
直
本
の
著
し
た
私
撰
の
日
本
令
注
釈
書
﹃
令
集
解
(
1
)
﹄
は
︑
現
存
す
る
部
分
で
﹁
此
間
﹂
の
見
え
る
箇
所
を
数
え

る
と
︑
一
︑
職
員
令
17
雅
楽
寮
条
︑
二
︑
戸
令
28
七
出
条
︑
三
︑
戸
令
31
殴
妻
祖
父
母
条
︑
四
︑
戸
令
32
鰥
寡
条
︑
五
︑
学
令
02
大
学
生
条
︑

六
︑
選
叙
令
22
職
事
官
患
解
条
︑
七
︑
継
嗣
令
02
継
嗣
条
︑
八
︑
禄
令
編
目
名
︑
九
︑
宮
衛
令
04
開
閉
門
条
︑
十
︑
衣
服
令
05
朝
服
条
︑
十

一
︑
衣
服
令
13
武
官
礼
服
条
︑
十
二
︑
営
繕
令
17
堤
内
外
条
︑
十
三
︑
公
式
令
42
給
駅
伝
馬
条
︑
十
四
︑
厩
牧
令
06
牧
牝
馬
条
︑
十
五
︑
厩

牧
令
24
闌
遺
物
条
︑
十
六
︑
仮
寧
令
10
官
人
遠
任
条
︑
十
七
︑
喪
葬
令
07
官
人
従
征
条
︑
十
八
︑
喪
葬
令
08
親
王
一
品
条
︑
十
九
︑
喪
葬
令

13
身
喪
戸
絶
条
の
十
九
ヶ
条
二
十
二
ヶ
所
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
﹁
此
間
﹂
の
用
語
に
焦
点
を
当
て
て
︑
奈
良
・
平
安
時
代
前
後
に
於
け
る
漢
語
の
用
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
︒

注
(
1
)

新
訂
増
補
国
史
大
系
本
﹃
令
集
解
﹄
︑
以
下
引
用
す
る
同
書
の
頁
数
は
引
用
史
料
の
後
に

(

)
で
示
す
︒
本
稿
中
に
用
い
た
﹃
令
集
解
﹄
本
文

は
︑
基
本
的
に
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
﹃
令
集
解
﹄
を
用
い
た
が
︑
吉
村
武
彦
氏
を
中
心
と
す
る
明
治
大
学
日
本
古
代
学
研
究
所
の
令
集
解
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
鷹
司
家
本
﹃
令
集
解
﹄
(
U
R
L
：
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.k
isc.m
e
iji.a
c.jp
/
~
m
e
ik
o
d
a
i/
o
b
j_
ry
o
sh
u
g
e
.h
tm
l)
を
大
い
に
活
用
さ
せ
て
頂
い

た
︒
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
﹃
令
集
解
﹄
の
テ
キ
ス
ト
や
注
釈
書
に
つ
い
て
は
︑
皆
川
完
一
・
山
本
信
吉
編
﹃
国
史
大
系
書
目
解
題

下
巻
﹄

(
平
成
一
三
年
︑
吉
川
弘
文
館
刊
)
を
参
照
︒
令
集
解
全
編
を
解
読
す
る
に
あ
た
り
︑
参
考
と
な
る
主
要
な
書
籍
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
︒
江
戸
時

代
の
も
の
と
し
て
は
︑
文
政
年
中
に
︑
河
村
秀
根
︑
稲
葉
通
邦
︑
神
村
正
鄰
︑
石
原
正
明
等
に
よ
る
研
究
会
の
成
果
が
﹃
講
令
備
考
﹄
(
続
群
書
類

従
完
成
会
発
行
﹃
続
々
群
書
類
従
第
六
法
制
部
1
﹄
所
収
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
神
宮
祠
官
薗
田
守
良
の
著
書
で
︑
天
保
年
間
に

成
立
し
た
﹃
新
釈
令
義
解
上
巻
・
下
巻
﹄
(
昭
和
四
九
年
︑
汲
古
書
院
刊
)
︑
幕
末
に
刊
行
さ
れ
た
近
藤
芳
樹
の
著
書
﹃
標
注
令
義
解
校
本
﹄
な
ど

が
あ
る
︒
明
治
以
後
の
も
の
と
し
て
は
︑
三
浦
周
行
︑
瀧
川
政
次
郎
共
編
﹃
定
本
令
集
解
釈
義
﹄
(
昭
和
六
年
︑
内
外
書
籍
刊
︒
な
お
本
書
は
︑
物

集
高
見
編
﹃
新
註
皇
學
叢
書
﹄
第
二
巻
令
集
解
の
別
刷
り
で
あ
る
︒
ま
た
本
書
は
昭
和
五
七
年
に
︑
瀧
川
政
次
郎
氏
の
序
並
び
に
解
説
を
附
し
て
︑

国
書
刊
行
会
か
ら
再
刊
さ
れ
て
い
る
︒
)
︑
會
田
範
治
著
﹃
註
解
養
老
令
﹄
(
昭
和
三
九
年
︑
有
信
堂
刊
)
︑
日
本
思
想
大
系
﹃
律
令
﹄
(
昭
和
五
一
年
︑

岩
波
書
店
刊
)
等
が
あ
る
︒
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一
︑
職
員
令
17
雅
楽
寮
条

職
員
令
は
官
司
ご
と
に
官
名
︑
定
員
︑
職
掌
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
が
︑
雅
楽
寮
に
関
し
て
規
定
し
た
の
が
本
条
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑

雑
楽
師
な
ど
の
定
員
そ
の
他
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
令
本
文
に
﹁
儛
師
四
人
﹂
﹁
儛
生
百
人
﹂
﹁
笛
師
二
人
﹂
﹁
笛
生
六
人
﹂
﹁
笛
工
八

人
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
本
文
に
対
す
る
﹃
令
集
解
﹄
冒
頭
に
は
︑
例
の
如
く
﹃
令
義
解
﹄
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
今
︑
そ
の
部
分
を
次
に
引
用

す
る
︒謂

︒
供
此
間
楽
而
吹
笛
者
︒
其
唐
国
以
下
諸
楽
者
︒
吹
笛
之
人
︒
各
在
其
楽
生
中
也
︒
(
八
九
頁
)

以
上
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
﹁
此
間
﹂
の
用
語
が
見
え
る
の
で
あ
る
︒
﹁
笛
工
八
人
﹂
に
続
く
本
条
令
本
文
に
︑
﹁
唐
楽
師
十
二
人
﹂
﹁
楽
生
六

十
人
﹂
﹁
高
麗
楽
師
四
人
﹂
﹁
楽
生
二
十
人
﹂
﹁
百
済
楽
師
四
人
﹂
﹁
楽
生
二
十
人
﹂
﹁
新
羅
楽
師
四
人
﹂
﹁
楽
生
二
十
人
﹂
と
見
え
て
い
る
︒
こ

こ
に
引
用
し
た
﹃
令
義
解
﹄
冒
頭
の
意
味
は
︑
﹁
謂
う
心
は
︑
此
間
の
楽
に
供
し
て
笛
を
吹
く
者
を
謂
う
︒
﹂
と
な
る
︒
こ
れ
は
︑
﹁
笛
生
六

人
﹂
﹁
笛
工
八
人
﹂
に
対
す
る
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
後
半
の
意
味
は
︑
﹁
其
の
唐
国
以
下
の
諸
楽

(
高
麗
楽
・
百
済
楽
・
新
羅
楽
)
で

は
︑
笛
を
吹
く
人
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
其
の
楽
生
の
中
に
在
る
な
り
︒
﹂
と
な
る
︒
以
上
︑
こ
の
部
分
全
体
の
意
味
を
考
慮
す
る
と
︑
本
条
に
見

え
る
﹁
此
間
﹂
は
︑
唐
国
・
高
麗
国
・
百
済
国
に
対
す
る
語
彙
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
︒
即
ち
︑
﹁
此
間
﹂
は

﹁
日
本
国
﹂
を
意
味
す
る
と
考
え
て
差
し
支
え
無
い
で
あ
ろ
う
︒

二
︑
戸
令
28
七
出
条

本
条
は
︑
夫
が
妻
を
一
方
的
に
離
縁
出
来
る
七
つ
の
事
由
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
︒
ま
た
そ
の
後
半
で
は
︑
離
縁
出
来
な
い
三
つ

『令集解』に於ける「此間」についての一考察
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の
事
由
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
︒
離
縁
す
る
場
合
に
は
︑
夫
が
﹁
手
書
﹂
し
て
妻
を
棄
て
る
が
︑
若
し
も
夫
が
書
を
解
し
な
い
場
合
に

は
︑
指
を
畫
し
て
記
と
な
す
︒
そ
の
意
味
は
︑
夫
が
離
縁
状
を
書
け
な
い
場
合
に
は
︑
自
著
の
代
わ
り
に
書
面
に
食
指
を
置
い
て
︑
そ
の
先

端
と
各
関
節
の
位
置
を
記
し
て
署
名
の
代
わ
り
と
し
た
︒
本
条
関
連
部
分
の
令
本
文
は
︑
﹁
若
不
解
書
︒
畫
指
為
記
︒
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
本
文

に
対
し
て
︑
﹃
令
集
解
﹄
で
は
︑
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
﹁
古
記
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
そ
れ
を
引
用
す
る
︒

古
記
云
︒
謂
夫
不
解
写
書
︒
賃
他
人
合
作
牒
状
︒
年
月
日
下
︒
夫
姓
名
注
付
︒
食
指
点
署
︒
但
食
指
為
記
法
用
︒
此
間
与
本
令
異
耳
︒

其
記
文
送
里
長
也
︒
(
三
〇
六
頁
)

古
記
の
内
容
は
︑
お
よ
そ
次
の
通
り
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒
﹁
謂
う
心
は
︑
夫
が
写
書
を
解
し
な
い
場
合
は
︑
他
人
を
賃
し
て
牒
状
を
作
ら

し
む
︒
年
月
日
の
下
に
夫
の
姓
名
を
注
し
付
け
る
︒
そ
し
て
自
署
の
代
わ
り
に
食
指
を
点
署
す
︒
但
︑
食
指
を
記
法
の
用
と
な
す
︒
此
間
は
︑

本
令
と
異
な
る
の
み
︒
其
の
記
文
は
里
長
に
送
る
な
り
︒
﹂
こ
こ
に
﹁
此
間
﹂
が
見
え
る
が
︑
こ
の
語
彙
は
直
後
に
あ
る
﹁
本
令
﹂
と
対
句

と
な
っ
て
い
る
︒
本
令
と
は
︑
﹃
令
集
解
﹄
に
於
い
て
﹁
唐
令
﹂
を
意
味
す
る
か
ら
︑
こ
こ
で
の
﹁
此
間
﹂
は
︑
や
は
り
日
本
を
意
味
す
る

と
考
え
ら
れ
る
︒

因
み
に
︑
日
本
思
想
大
系
﹃
律
令
﹄
本
条
の
補
注

(
五
六
四
頁
)
に
は
︑
古
記
に
見
え
る
﹁
此
間
﹂
が
﹁
日
本
を
さ
す
﹂
︑
﹁
本
令
﹂
が

﹁
唐
令
を
さ
す
﹂
と
の
指
摘
が
あ
る
︒

三
︑
戸
令
31
殴
妻
祖
父
母
条

本
条
は
︑
法
律
に
よ
る
強
制
的
な
離
婚
を
意
味
す
る
義
絶
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
︒
本
条
関
連
部
分
の
令
本
文
は
︑
﹁
及
欲
害
夫
者
︒
﹂

で
あ
る
︒
こ
の
本
文
に
対
し
て
︑
﹃
令
集
解
﹄
で
は
︑
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
﹁
古
記
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
そ
れ
を
引
用
す
る
︒

4(447)



古
記
云
︒
及
欲
害
夫
︒
謂
或
欲
陥
罪
︒
或
欲
害
身
︒
皆
是
︒
於
夫
有
止
者
︒
但
自
理
訴
者
非
︒
夫
妻
相
殴
者
︒
若
為
処
分
︒
答
︒
依
闘

律
︒
妻
殴
夫
者
徒
一
年
︒
今
欲
害
夫
此
軽
︒
尚
猶
義
絶
︒
況
已
殴
此
重
︒
何
更
生
疑
︒
其
夫
殴
妻
者
︒
不
在
論
限
︒
唯
依
律
科
罪
耳
︒

問
︒
諸
条
次
妻
并
妾
无
文
︒
若
為
処
分
︒
答
︒
次
妻
与
妻
同
︒
但
妾
者
不
載
文
︒
夫
任
意
耳
︒
一
云
︒
本
令
︒
妾
比
賎
隷
︒
所
以
不
載
︒

此
間
妾
与
妻
同
体
︒
宜
臨
時
量
也
︒
(
三
一
〇
頁
)

本
条
該
当
部
分
は
︑
妻
が
夫
を
害
せ
ん
と
欲
し
た
場
合
を
規
定
し
て
い
る
︒
古
記
は
︑
闘
律

(
闘
訟
律
)
を
引
用
し
な
が
ら
︑
妻
が
夫
を

殴
っ
た
場
合
で
徒
一
年
の
刑
罰
で
あ
る
か
ら
︑
今
問
わ
れ
て
い
る
夫
を
害
せ
ん
と
欲
す
る
場
合
は
︑
此
よ
り
軽
い
に
も
関
わ
ら
ず
︑
尚
義
絶

の
如
く
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
後
に
は
︑
諸
条
の
次
妻
と
妾
に
関
し
て
規
定
が
無
い
が
︑
ど
の
よ
う
に
処
分
す
る
か
と
の
問
い
に
対

し
て
︑
次
妻
は
妻
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
妾
に
つ
い
て
は
︑
規
定
が
無
い
と
答
え
て
い
る
︒
次
に
︑
古
記
引
用
の
﹁
一
云
﹂
が
見
え
て
い
る
が
︑

こ
こ
に
﹁
本
令
﹂
と
﹁
此
間
﹂
が
対
比
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
本
令
﹂
即
ち
唐
令
に
お
い
て
は
︑
妾
は
賎
隷

(
隷
属
民
)
に

比
せ
ら
れ
て
載
せ
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
︑
﹁
此
間
﹂
即
ち
日
本
に
お
い
て
は
︑
妾
は
妻
と
同
体
で
あ
る
か
ら
︑
宜
し
く
臨
時
に
量
る
べ
き

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
唐
国
に
お
い
て
︑
妾
は
良
民
で
は
無
く
て
隷
属
民
で
あ
る
が
︑
当
時
の
日
本
で
は
妾
の
地
位
は
妻
と
隔
た
る
こ
と

が
大
き
く
無
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
此
間
﹂
も
日
本
国
を
意
味
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

四
︑
戸
令
32
鰥
寡
条

本
条
は
︑
鰥
寡
︑
孤
独
︑
貧
窮
︑
老
疾
と
言
っ
た
弱
者
な
ど
の
救
済
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
条
で
あ
る
︒
本
文
冒
頭
に
﹁
凡
鰥
寡
︒

孤
独
︒
貧
窮
︒
老
疾
︒
不
能
自
存
︒
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
後
に
義
解
を
は
じ
め
と
し
て
集
解
諸
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
古
記
も
引

用
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
関
連
部
分
を
次
に
引
用
す
る
︒

『令集解』に於ける「此間」についての一考察
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古
記
云
︒
王
制
称
︒
小
而
无
父
謂
之
孤
︒
老
而
无
子
謂
之
独
︒
老
而
无
子
妻
謂
之
鰥
︒
老
无
夫
謂
之
寡
︒
此
四
者
︒
天
民
之
窮
而
无
告

者
也
︒
釈
名
云
︒
无
妻
曰
鰥
者
︒
愁
悒
不
寐
︒
目
恒
鰥
鰥
然
︒
故
其
字
従
魚
︒
魚
目
恒
不
閉
也
︒
无
夫
曰
寡
︒
寡
踝
也
︒
単
独
之
言
︒

鰥
或
作
矜
同
︒
蓋
古
今
字
異
也
︒
婦
人
亦
无
称
鰥
之
文
︒
其
男
子
亦
称
寡
︒
襄
廿
八
年
伝
云
︒
崔
杼
生
成
及
強
而
寡
︒
故
爾
雅
无
夫
无

婦
︒
並
謂
之
寡
也
︒
鰥
寡
之
名
︒
以
老
為
称
︒
其
有
乗
得
乃
時
為
室
家
者
亦
同
名
焉
︒
故
舜
年
三
十
不
娶
︒
書
云
︒
有
鰥
在
下
曰
虞
舜
︒

孔
子
対
子
張
曰
︒
舜
父
頑
母
嚚
︒
无
室
家
之
端
︒
故
謂
之
鰥
︒
謂
鰥
者
无
妻
之
名
︒
不
拘
老
少
︒
但
少
者
无
妻
︒
可
以
更
娶
︒
老
則
不

復
能
娶
︒
謂
之
天
民
之
窮
︒
故
礼
挙
老
老
者
言
耳
︒
詩
云
︒
何
草
不
玄
︒
何
人
不
鰥
︒
暫
離
室
︒
尚
謂
之
鰥
︒
不
老
而
无
妻
始
称
鰥
矣
︒

王
制
云
︒
小
而
无
父
者
︒
謂
之
孤
︒
疏
云
︒
若
如
曲
礼
之
注
︒
謂
未
三
十
无
父
者
孤
︒
師
説
︒
今
所
云
︒
孤
是
未
十
六
以
上
︒
則
有
成

人
端
︒
不
復
内
極
︒
故
云
︒
小
而
无
父
也
︒
案
礼
并
本
令
︒
以
十
六
為
中
男
︒
此
間
令
︒
以
十
七
為
中
男
︒
即
十
六
已
下
謂
之
孤
耳
︒

老
而
无
子
者
謂
之
独
︒
疏
云
︒
六
十
以
上
︒
无
復
生
子
之
道
︒
乃
曰
独
︒
故
曰
老
︒
而
无
子
也
︒
案
此
間
法
用
︒
以
六
十
一
為
老
丁
︒

即
是
︒
尚
書
曰
︒
惸
卿
独
︒
謂
无
兄
弟
也
︒
老
而
无
妻
者
︒
謂
之
鰥
︒
跡
云
︒
亦
謂
六
十
以
上
也
︒
陽
気
已
絶
︒
不
復
更
娶
︒
故
云
老

而
无
子
︒
白
虎
通
︒
鰥
矜
也
︒
為
人
所
矜
︒
案
亦
以
六
十
一
為
鰥
也
︒
老
而
无
夫
者
謂
之
寡
︒
疏
云
︒
謂
五
十
以
前
也
︒
閑
房
之
年
︒

故
云
老
而
无
夫
也
︒
白
虎
通
云
︒
寡
顧
也
︒
人
之
所
顧
也
︒
軟
弱
人
之
所
侵
軽
︒
上
之
所
当
顧
也
︒
案
婦
人
五
十
以
上
无
男
者
︒
以
庶

為
嫡
︒
又
在
出
限
︒
亦
以
五
十
以
上
為
寡
也
︒
貧
窮
老
疾
︒
謂
就
上
四
人
︒
不
在
別
人
也
︒
老
謂
六
十
一
以
上
︒
七
十
九
以
下
也
︒
八

十
以
上
即
給
侍
人
也
︒
疾
︒
謂
在
身
廃
疾
以
下
并
頓
病
之
類
︒
篤
疾
︒
即
給
侍
人
也
︒
問
︒
鰥
寡
孤
独
︒
貧
窮
不
能
自
存
︒
免
課
役
以

不
︒
答
︒
无
免
文
︒
但
臨
時
言
上
︒
聞
報
耳
︒
(
三
一
一
・
三
一
二
頁
)

古
記
引
用
中
に
﹁
案
礼
并
本
令
︒
以
十
六
為
中
男
︒
此
間
令
︒
以
十
七
為
中
男
︒
即
十
六
已
下
謂
之
孤
耳
︒
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
意
味
は
︑

﹁
礼

(
唐
礼
)
並
び
に
本
令

(
唐
令
)
を
検
討
す
る
と
︑
そ
こ
に
は
十
六
歳
を
以
て
中
男
と
為
す
︒
此
間
令

(
日
本
令
)
で
は
︑
十
七
歳
を

以
て
中
男
と
為
す
︒
即
ち
十
六
已
下
︑
之
を
孤
と
い
う
な
り
︒
﹂
と
な
る
︒
こ
こ
で
も
︑
唐
令
を
意
味
す
る
本
令
に
対
し
て
︑
﹁
此
間
﹂
令
が
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対
比
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
意
味
は
日
本
令
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
︒
唐
礼
や
唐
令
で
は
︑
中
男
は
十
六
歳
以
上
二
十
歳
以
下
の
男
子
を
意

味
す
る
が
︑
此
間
令
即
ち
日
本
令
に
於
い
て
は
︑
十
七
歳
以
上
二
十
歳
以
下
が
中
男
と
な
る
︒
更
に
続
く
古
記
引
用
文
﹁
老
而
无
子
者
謂
之

独
︒
疏
云
︒
六
十
以
上
︒
无
復
生
子
之
道
︒
乃
曰
独
︒
故
曰
老
︒
而
无
子
也
︒
案
此
間
法
用
︒
以
六
十
一
為
老
丁
︒
即
是
︒
﹂
の
意
味
は
︑

﹁
老
に
し
て
子
無
き
者
︑
之
を
独
と
い
う
︒
疏
に
云
う
︒
六
十
歳
以
上
は
復
た
子
を
生
む
の
道
無
し
︒
乃
ち
独
と
曰
う
︒
故
に
老
と
曰
う
︒

而
し
て
子
無
き
な
り
︒
此
間

(
日
本
)
法
用
を
案
ず
る
に
︑
六
十
一
歳
を
以
て
老
丁
と
為
す
︒
即
ち
是
な
り
︒
﹂
と
な
ろ
う
︒
こ
こ
で
の

﹁
此
間
﹂
の
法
用
と
は
︑
日
本
の
法
律
の
使
わ
れ
方
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

五
︑
学
令
02
大
学
生
条

本
条
は
︑
大
学
生
と
国
学
生
の
入
学
資
格
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
令
本
文
に
﹁
凡
大
学
生
︒
取
五
位
以
上
子
孫
︒
及
東
西
史
部
子
為
之
︒

若
八
位
以
上
子
︒
情
願
者
聴
︒
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
意
味
は
︑
﹁
大
学
生
に
は
︑
五
位
以
上
の
子
と
孫
︑
及
び
東
西
史
部
の
子
を
取
り
な
さ
い
︒

若
し
八
位
以
上
の
子
が
情
に
願
う
な
ら
ば
聴
し
な
さ
い
︒
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
本
文
に
対
す
る
﹃
令
集
解
﹄
の
跡
説
の
関
連
部

分
を
次
に
引
用
す
る
︒

跡
云
︒
八
位
謂
内
八
位
庶
子
以
上
︒
何
者
庶
子
是
為
兵
衛
︒
外
八
位
子
︒
不
異
白
丁
故
也
︒
其
勲
一
等
子
不
載
文
︒
案
本
令
︒
応
蔭
勲

位
子
者
充
学
生
︒
此
間
令
臨
時
量
耳
︒
(
四
四
四
頁
)

こ
の
跡
説
に
意
味
は
︑
﹁
八
位
は
内
八
位
の
庶
子
以
上
を
謂
う
︒
何
と
な
ら
ば
庶
子
は
是
︑
兵
衛
と
為
す
︒
外
八
位
子
は
︑
白
丁
に
異
な

ら
ざ
る
の
故
な
り
︒
其
の
勲
一
等
の
子
は
文

(
規
定
)
を
載
せ
ず
︒
本
令

(
唐
令
)
を
案
ず
る
に
︑
勲
位
に
蔭
す
べ
き
の
子
は
︑
学
生
に
充

て
る
︒
此
間

(
日
本
)
令
は
臨
時
に
量
る
の
み
︒
﹂
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
も
︑
本
令

(
唐
令
)
と
対
比
さ
れ
て
お
り
︑
﹁
此
間
﹂
は
日

『令集解』に於ける「此間」についての一考察
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本
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

六
︑
選
叙
令
22
職
事
官
患
解
条

選
叙
令
は
全
体
と
し
て
位
階
や
官
職
と
そ
の
授
与
な
ど
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
が
︑
本
条
は
︑
職
事
官

(
一
定
の
職
掌
を
持
つ
官

人
)
が
病
気
や
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
解
官

(
解
任
)
と
な
る
場
合
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
︒
本
条
本
文
﹁
凡
職
事
官
︒
患
経
百
廿

日
︒
﹂
に
続
く
﹃
令
集
解
﹄
引
用
令
義
解
に
﹁
謂
︒
併
計
仮
日
︒
満
百
廿
日
︒
即
取
考
日
之
半
︒
依
唐
令
︒
百
日
為
限
︒
亦
取
考
日
半
︒
若

其
所
患
既
在
残
疾
以
上
︒
不
可
更
出
仕
︒
量
状
解
官
︒
不
待
百
廿
日
也
︒
﹂
と
あ
る
︒
本
条
該
当
部
分
の
意
味
は
︑
﹁
職
事
官
が
患
っ
て
百
廿

日
を
経
過
し
た
場
合
に
は
︑
﹂
と
な
り
︑
こ
の
部
分
の
義
解
に
唐
令
の
内
容
が
引
か
れ
て
い
る
︒
即
ち
︑
﹁
患
っ
て
休
職
し
た
日
数
の
百
廿
日

を
計
算
す
る
場
合
に
は
︑
仮
日

(
休
日
)
も
併
せ
て
計
算
し
︑
合
計
が
百
廿
日
に
満
ち
た
場
合
が
︑
本
条
に
該
当
す
る
︒
即
ち
考
日

(
考
課

令
で
考
課
の
対
象
と
な
る
た
め
の
必
要
出
勤
日
数
・
二
四
〇
日
)
の
半
分
を
取
る
︒
そ
し
て
唐
令
の
内
容
を
引
い
て
い
る
︒
唐
令
で
は
︑
百

日
の
患
を
限
り
と
し
て
解
官
し
て
い
る
︒
唐
朝
で
の
患
に
よ
る
解
官
で
も
︑
同
じ
く
考
日

(
二
〇
〇
日
)
の
半
分
を
取
っ
て
い
る
︒
﹂
と
あ

る
︒
﹃
令
集
解
﹄
本
条
で
は
︑
義
解
に
次
い
で
﹁
釈
説
﹂
を
載
せ
て
い
る
︒
今
︑
関
連
部
分
を
次
に
引
用
す
る
︒

釈
云
︒
毎
月
六
仮
及
下
番
日
︒
不
在
計
限
︒
或
説
︒
唐
令
云
︒
百
日
不
愈
︒
此
令
云
︒
百
廿
日
不
愈
︒
還
計
百
日
之
内
六
仮
数
︒
適
廿

日
︒
故
知
所
加
廿
日
︒
正
為
毎
月
六
仮
︒
故
仮
日
不
在
在
除
限
者
︒
其
理
不
安
︒
何
者
︒
於
長
上
而
計
仮
日
者
︒
番
上
人
亦
可
計
仮
日
︒

今
計
百
廿
日
内
長
上
仮
廿
日
︒
番
上
仮
六
十
日
︒
此
其
理
不
平
︒
故
依
律
︒
計
見
上
日
︒
可
為
百
廿
日
︒
今
検
律
条
︒
此
間
律
軽
唐
律
︒

故
令
亦
加
日
数
耳
︒
案
律
︒
惣
計
月
別
六
仮
科
罪
︒
然
則
是
亦
无
相
違
耳
︒
於
分
番
者
︒
无
有
仮
日
者
︒
是
法
所
立
也
︒
更
无
可
計
之
︒

所
以
律
条
亦
除
下
番
日
︒
衛
士
防
人
等
︒
亦
有
下
番
︒
非
是
仮
日
︒
又
於
官
人
有
仮
日
︒
於
不
官
仕
人
︒
不
可
有
仮
日
︒
是
以
案
計
六
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仮
︒
満
百
廿
日
︒
得
其
理
也
︒
(
四
九
六
頁
)

釈
説
の
冒
頭
で
は
︑
﹁
毎
月
の
六
仮
及
び
下
番
の
日
は
計
る
限
り
に
在
ら
ず
︒
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
部
分
は
︑
﹁
一
ヶ
月
即
ち
三
〇
日
の

中
の
六
仮

(
六
日
の
中
で
一
日
が
休
暇
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
即
ち
︑
月
に
五
日
と
な
る
︒
)
と
下
番

(
分
番
勤
務
す
る
者
が
勤
務
に
就
か

な
い
時
)
の
場
合
は
︑
計
る
限
り
で
は
な
い
︒
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒
﹁
或
説
︒
﹂
と
し
て
︑
﹁
唐
令
﹂
と
﹁
此
令
﹂
と
を
対
比
し
て
引
い

て
い
る
︒
こ
こ
で
も
︑
彼
我
の
考
日
が
唐
で
二
〇
〇
日
︑
日
本
で
二
四
〇
日
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
︑
唐
令
で
は
一
〇
〇
日
癒
え
な
い
場

合
と
な
り
︑
此
令

(
日
本
令
)
で
は
一
二
〇
日
癒
え
な
い
場
合
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
に
続
く
箇
所
は
︑
﹁
還
り
て
百
日
の
内
に
六
仮

(
五

日
の
出
勤
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
休
日
)
を
計
え
て
二
十
日
を
適
と
す
︒
故
に
知
る
︑
加
え
る
所
二
十
日
︑
正
に
毎
月
六
仮
と
為
す
︒
故
に

仮
日
は
除
限
に
在
ら
ず
と
は
︑
其
の
理
︑
安
か
ら
ず
︒
何
と
な
ら
ば
︑
長
上
に
お
い
て
仮
日
を
計
る
と
は
︑
番
上
の
人
も
亦
仮
日
を
計
る
べ

き
で
あ
る
︒
今
︑
百
廿
日
内
で
計
る
に
︑
長
上
仮
廿
日
︑
番
上
仮
六
十
日
と
な
る
︒
此
れ
︑
其
の
理
は
平
ら
か
な
ら
ず
︒
故
に
︑
律
に
依
り
︑

見
上
の
日
を
計
り
て
︑
百
廿
日
と
為
す
べ
き
で
あ
る
︒
今
︑
律
条
を
検
す
る
に
︑
此
間
律
は
唐
律
よ
り
軽
し
︒
故
に
︑
令
亦
日
数
を
加
え
る

の
み
︒
律
を
案
ず
る
に
︑
月
別
六
仮
を
総
計
し
て
罪
を
科
す
︒
然
ら
ば
則
ち
︑
是
亦
相
違
な
き
の
み
︒
分
番
に
お
い
て
は
︑
仮
日
有
る
こ
と

な
し
︒
是
︑
法
の
立
つ
所
な
り
︒
更
に
︑
計
え
る
べ
き
で
は
な
い
︒
律
条
が
亦
下
番
の
日
を
除
く
ゆ
え
ん
で
あ
る
︒
衛
士
︑
防
人
な
ど
は
︑

亦
下
番
あ
り
︒
是
仮
日
に
あ
ら
ず
︒
又
官
人
に
お
い
て
は
︑
仮
日
あ
り
︒
官
に
仕
え
な
い
人
に
お
い
て
は
︑
仮
日
あ
る
べ
か
ら
ず
︒
是
を
以

て
案
ず
る
に
︑
六
仮
を
計
り
て
百
廿
日
を
満
す
は
︑
其
の
理
を
得
る
な
り
︒
﹂
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
︒

こ
こ
に
見
え
る
律
と
は
︑
衛
禁
律
宿
衛
違
仮
条
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒
唐
律
が
引
用
さ
れ
︑
そ
の
前
に
﹁
此
間
律
﹂
が
見
え
る
が
︑
こ
れ

は
日
本
律
を
意
味
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒

『令集解』に於ける「此間」についての一考察

9 (442)



七
︑
継
嗣
令
02
継
嗣
条

本
条
は
︑
家
の
継
嗣
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒
本
文
に
﹁
凡
三
位
以
上
︒
継
嗣
者
皆
嫡
相
承
︒
若
无
嫡
子
︒
及
有
罪
疾
︒
立
嫡

孫
︒
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
意
味
は
︑
﹁
三
位
以
上
の
継
嗣
に
お
い
て
は
︑
皆
嫡
が
相
承
せ
よ
︒
若
し
嫡
子
が
な
い
場
合
︑
及
び
罪
疾
が
あ
る
場
合

に
は
︑
嫡
孫
を
立
て
よ
︒
﹂
と
な
る
︒
こ
の
本
文
に
対
す
る
集
解
中
に
︑
﹁
古
記
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
そ
の
関
連
部
分
を
掲
げ
る
︒

古
記
云
︒
問
︒
立
嫡
︒
未
知
︒
具
分
析
︒
答
︒
分
財
条
︒
具
説
訖
︒
然
復
重
説
︒
案
封
爵
令
︒
公
侯
伯
子
男
身
存
之
日
︒
不
為
立
嫡
︒

亡
之
後
嫡
襲
爵
︒
庶
子
聴
任
宿
衛
也
︒
襲
爵
嫡
子
︒
无
子
孫
而
身
亡
者
除
国
︒
更
不
及
兄
弟
︒
此
間
之
法
文
見
在
︒
立
嫡
子
︒
若
嫡
子

亡
︒
及
有
罪
疾
︒
立
嫡
孫
︒
无
嫡
孫
者
以
次
立
嫡
子
︒
案
文
︒
見
在
日
︒
以
次
立
嫡
可
得
︒
又
父
未
立
嫡
亡
者
︒
官
依
法
令
立
嫡
︒
但

父
先
立
嫡
︒
嫡
身
亡
︒
更
未
立
之
間
︒
父
身
亡
︒
并
父
立
已
訖
︒
身
亡
未
分
財
︒
及
不
被
蔭
之
間
︒
嫡
子
身
亡
︒
及
有
罪
疾
者
︒
更
不

合
立
嫡
︒
(
五
二
一
頁
)

古
記
説
の
関
連
部
分
は
︑
﹁
立
嫡
と
は
未
だ
知
ら
ず
と
の
問
い
に
対
し
て
︑
分
財
条
が
具
に
解
き
訖
わ
る
と
答
え
︑
然
し
復
重
ね
て
説
く

と
し
て
︑
唐
の
封
爵
令
を
引
用
し
て
︑
公
侯
伯
子
男
の
身
分
の
者
が
身
存
す
る
の
日
に
は
立
嫡
を
為
さ
ず
︒
亡
ず
る
の
後
に
嫡
が
爵
位
を
襲

う
︒
庶
子
は
宿
衛
に
任
ず
る
を
聴
す
な
り
︒
襲
爵
の
嫡
子
︑
子
孫
な
く
し
て
︑
身
亡
ず
る
は
国
を
除
く
︒
更
に
兄
弟
に
及
ば
ず
︒
此
間
の
法

文
︑
見
在
に
て
嫡
子
を
立
つ
︒
若
し
嫡
子
亡
じ
︑
及
び
罪
疾
有
れ
ば
嫡
孫
を
立
つ
︒
﹂
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
唐
令
中
の
封

爵
令
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
令
に
は
無
い
編
名
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
爵
号
の
継
承
法
を
規
定
す
る
が
︑
日
本
の
継
嗣
令
は
家
の
継
承
の

た
め
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
唐
に
お
い
て
公
侯
伯
子
男
の
身
分
の
者
が
爵
位
を
継
承
す
る
場
合
︑
身
が
存
す
る
日
に
は
立
嫡
さ
れ
な
い
︒
こ

れ
に
対
し
て
﹁
此
間
﹂
の
法
文
に
お
い
て
は
︑
家
を
継
承
す
る
場
合
︑
見
在

(
身
が
存
す
る
日
)
に
て
嫡
子
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
︒
こ

こ
に
は
﹁
封
爵
令
﹂
と
﹁
此
間
之
法
﹂
が
対
比
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹁
此
間
﹂
が
日
本
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
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八
︑
禄
令
編
目
名

禄
令
第
十
五
と
編
目
名
が
あ
り
︑
そ
の
集
解
に
引
く
﹁
穴
説
﹂
に
︑
﹁
穴
云
︒
受
食
謂
之
禄
也
︒
唐
以
粟
充
︒
此
間
以
絁
替
耳
︒
﹂
(
六
五

三
頁
)
と
あ
る
︒
穴
説
は
︑
食
を
受
け
る
こ
と
を
禄
と
い
う
と
解
釈
し
て
お
り
︑
唐
は
粟
を
以
て
充
て
︑
﹁
此
間
﹂
は
︑
絁

(
あ
し
ぎ
ぬ
・

粗
製
の
平
織
り
絹
布
)
を
以
て
替
え
る
と
す
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
此
間
も
唐
と
の
対
比
か
ら
し
て
︑
日
本
の
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

九
︑
宮
衛
令
04
開
閉
門
条

本
条
は
︑
諸
門
の
開
閉
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
箇
条
で
あ
る
︒
本
条
本
文
冒
頭
に
﹁
凡
開
閉
門
者
︒
第
一
開
門
鼓
撃
訖
︒
即
開
諸
門
︒

第
二
開
門
鼓
撃
訖
︒
即
開
大
門
︒
﹂
と
見
え
る
︒
こ
れ
は
︑
﹁
門
の
開
閉
に
お
い
て
は
︑
第
一
開
門
鼓
を
撃
訖
ら
ば
︑
即
ち
諸
門
を
開
け
よ
︒

第
二
開
門
鼓
撃
訖
ら
ば
︑
即
ち
大
門
を
開
け
よ
︒
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
そ
の
後
に
︑
集
解
に
は
諸
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
今
﹁
古

記
﹂
説
を
次
に
引
用
す
る
︒

古
記
云
︒
大
門
︒
謂
大
極
殿
及
朝
堂
当
門
也
︒
自
余
称
諸
門
者
︒
此
間
宮
門
相
当
難
知
︒
随
時
所
用
耳
︒

(
六
七
七
頁
)

古
記
に
よ
れ
ば
︑
﹁
大
門
と
は
大
極
殿
及
び
朝
堂
当
門
を
い
う
︒
自
余
は
諸
門
と
称
す
る
︒
此
間
の
宮
門
は
相
当
知
り
難
し
︒
時
に
随
い

て
用
い
る
所
な
り
︒
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
唐
の
諸
門
に
関
す
る
制
度
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
こ
に
見
え
る
﹁
此
間
﹂

も
日
本
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

『令集解』に於ける「此間」についての一考察
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十
︑
衣
服
令
05
朝
服
条

本
条
は
︑
官
人
が
朝
廷
へ
出
仕
す
る
時
に
着
用
す
る
朝
服
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
今
関
連
す
る
部
分
を
引
用
す
る
と
︑
﹁
朝
服

一
品

以
下
五
位
以
上
︒
並
皀
羅
頭
巾
︒
衣
色
同
礼
服
︒
牙
笏
︒
白
袴
︒
金
銀
装
腰
帯
︒
白
襪
︒
烏
皮
履
六
位
︒
深
緑
衣
︒
七
位
︒
浅
緑
衣
︒
八
位
︒

深
縹
衣
︒
初
位
︒
浅
縹
衣
︒
﹂
で
あ
る
︒
集
解
で
は
︑
こ
の
後
に
﹁
私
﹂
と
し
て
︑
﹁
大
同
元
年
十
月
七
日
格
﹂
を
引
い
て
い
る
︒
次
に
そ
れ

を
掲
げ
る
︒

大
同
元
年
十
月
七
日
格
云
︒
太
政
官
符
︒
応
改
七
位
初
位
当
色
事
︒
右
被
右
大
臣
宣
偁
︒
奉
勅
︒
今
聞
︒
漢
家
之
制
︒
略
異
此
間
︒
緑

縹
之
浅
︒
不
著
当
色
︒
知
而
不
改
︒
服
制
无
節
︒
蕃
客
朝
覲
︒
如
見
之
何
︒
宜
七
位
者
同
著
深
緑
︒
初
位
者
共
服
深
縹
︒
自
今
以
後
︒

立
為
恒
例
︒
(
七
四
〇
頁
)

こ
の
格
の
目
的
は
︑
朝
服
の
色
彩
を
︑
七
位
で
は
浅
緑
か
ら
深
緑
へ
︑
初
位
で
は
浅
縹
か
ら
深
縹
へ
と
改
め
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
の
中
に
︑

今
聞
く
と
し
て
﹁
漢
家
の
制
︑
略
此
間
と
異
な
る
︒
緑
縹
の
浅
き
は
︑
当
色
を
著
さ
ず
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
漢
家
の
制
﹂

と
は
︑
唐
朝
の
制
度
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
後
に
見
え
る
﹁
此
間
﹂
と
は
︑
こ
こ
で
も
日
本
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
︒
即
ち
︑
大
同
元
年
の
段
階
で
︑
そ
れ
ま
で
の
衣
服
令
の
規
定
を
︑
当
時
最
新
の
唐
朝
の
規
定
に
合
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

十
一
︑
衣
服
令
13
武
官
礼
服
条

本
条
は
︑
武
官
の
礼
服
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
古
記
﹂
に
次
の
如
く
見
え
る
︒

古
記
云
︒
緌
︒
謂
此
間
俗
意
以
可
気
也
︒
(
七
四
八
頁
)
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緌
と
は
︑
武
官
の
冠
の
左
右
に
つ
け
る
飾
り
で
﹁
お
い
か
け
﹂
と
読
む
︒
別
に
老
懸
と
も
書
く
︒
音
で
は
︑
ず
い
︑
に
︑
な
ど
と
発
音
す

る
︒
古
記
が
︑
﹁
此
間
﹂
の
俗
﹁
意
以
可
気
﹂
と
い
う
の
は
訓
読
み
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
も
︑
此
間
は
日
本
の
意
味
と
な

ろ
う
︒

十
二
︑
営
繕
令
17
堤
内
外
条

営
繕
令
は
建
物
な
ど
の
営
造
や
製
作
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
が
︑
本
条
は
同
令
の
最
終
条
で
堤
防
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒

短
文
で
あ
る
の
で
︑
令
本
文
を
全
て
引
用
す
る
と
︑
﹁
凡
堤
内
外
并
堤
上
︒
多
種
楡
︒
柳
︒
雑
樹
︒
充
堤
堰
用
︒
﹂
と
な
る
︒
そ
の
意
味
は
︑

﹁
堤
の
内
外
並
び
に
堤
上
に
は
︑
多
く
楡
︑
柳
︑
雑
樹
を
植
え
て
︑
堤
堰
の
用
に
充
て
よ
︒
﹂
と
な
る
︒
令
本
文
﹁
雑
樹
﹂
に
次
い
で
集
解
に

引
用
さ
れ
た
古
記
を
次
に
示
す
︒

古
記
云
︒
堤
︒
都
奚
反
︒
説
文
︒
堤
塘
也
︒
管
子
︒
作
樹
以
荊
棘
是
也
︒
楡
︒
謂
此
間
俗
称
爾
禮
木
也
︒
(
七
六
九
頁
)

｢
古
記
﹂
は
︑
堤
の
発
音
を
反
切
で
示
し
︑
漢
籍
の
﹃
説
文
﹄
や
﹃
管
子
﹄
を
引
い
て
堤
や
樹
を
説
明
し
て
い
る
︒
次
い
で
︑
﹁
楡
︒
謂
此

間
俗
称
爾
禮
木
也
︒
﹂
と
す
る
が
︑
こ
れ
は
︑
楡
が
﹁
此
間
﹂
の
俗
で
は
﹁
爾
禮
木

(
に
れ
の
き
)
﹂
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
前
に
漢

籍
の
引
用
が
あ
る
こ
と
を
受
け
て
︑
此
間
と
い
っ
た
と
思
わ
れ
︑
こ
れ
が
日
本
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
令
本
文
﹁
充
堤
堰
用
︒
﹂
に
対
す
る
集
解
諸
説
の
中
に
も
﹁
古
記
﹂
が
引
用
さ
れ
︑
こ
こ
に
も
﹁
此
間
﹂
が
見
え
る
︒
今
︑
関
連
部

分
を
次
に
引
用
す
る
︒

古
記
云
︒
堰
︒
於
建
反
︒
左
氏
伝
︒
規
堰
瀦
︒
杜
預
曰
︒
堰
瀦
下
湿
之
地
也
︒
野
王
案
︒
堰
所
以
畜
水
也
︒
堰
︒
謂
防
一
種
︒
此
間
俗

謂
川
與
奇
也
︒
堰
︒
謂
井
塞
︒
(
七
六
九
頁
)

『令集解』に於ける「此間」についての一考察
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古
記
は
︑
堰
に
つ
い
て
︑
﹃
左
氏
伝
﹄
な
ど
の
漢
籍
を
引
用
し
て
注
釈
し
て
い
る
︒
そ
の
後
で
︑
﹁
此
間
﹂
の
俗
と
し
て
堰
の
こ
と
を
﹁
川

與
奇
﹂
と
い
う
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
漢
籍
と
対
比
し
て
此
間
を
用
い
て
お
り
︑
こ
れ
も
日
本
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
︒
日
本
で
の
堰
は

﹁
井
塞
﹂
(
い
せ
き
)
と
い
う
と
も
あ
る
か
ら
︑
俗
に
称
し
て
﹁
川
せ
き
﹂
と
い
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒

十
三
︑
公
式
令
42
給
駅
伝
馬
条

公
式
令
は
︑
公
文
書
の
様
式
な
ど
の
公
事
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
︒
本
条
は
︑
駅
馬
と
伝
馬
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
本
条
本
文
前
半

は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

凡
給
駅
伝
馬
︒
皆
依
鈴
伝
符
尅
数
︒
親
王
︒
及
一
位
︒
駅
鈴
十
尅
︒
伝
符
卅
尅
︒
三
位
以
上
︒
駅
鈴
八
尅
︒
伝
符
廿
尅
︒
四
位
︒
駅
鈴

六
尅
︒
伝
符
十
二
尅
︒
五
位
︒
駅
鈴
五
尅
︒
伝
符
十
尅
︒
八
位
以
上
︒
駅
鈴
三
尅
︒
伝
符
四
尅
︒
初
位
以
下
︒
駅
鈴
二
尅
︒
伝
符
三
尅
︒

皆
数
外
︒
別
給
駅
子
一
人
︒
(
八
五
三
・
八
五
四
頁
)

駅
馬
や
伝
馬
を
利
用
す
る
場
合
︑
親
王
や
一
位
以
下
の
官
人
は
︑
身
分
や
位
を
基
準
と
し
て
︑
駅
鈴
や
伝
符
の
尅
数
に
よ
り
︑
尅
数
一
に

つ
い
て
馬
一
匹
が
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
右
に
掲
げ
た
本
文
の
末
尾
に
︑
﹁
皆
数
外
︒
別
給
駅
子
一
人
︒
﹂
と
あ
り
︑
駅
馬
の
ほ

か
に
︑
別
に
駅
子
一
人
が
給
さ
れ
た
︒
こ
の
後
に
﹃
令
集
解
﹄
で
は
︑
諸
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
今
︑
関
連
部
分
を
次
に
掲
げ
る
︒

釈
云
︒
数
外
別
給
駅
子
一
人
︒
唐
令
︒
駅
子
者
︒
駅
馬
引
導
駅
家
一
人
耳
︒
何
者
︒
駅
使
鞍
具
宿
具
及
束
身
調
度
︒
一
事
以
上
駅
家
准

擬
︒
故
除
駅
子
外
︒
更
无
従
人
︒
此
間
駅
使
除
飲
食
外
一
事
以
上
例
必
随
身
︒
是
以
称
駅
子
者
︒
馬
一
疋
并
子
一
人
︒
彼
此
駅
子
文
同

意
殊
耳
︒
一
云
︒
文
称
駅
子
一
人
︒
即
知
人
也
︒
文
称
皆
字
︒
故
知
︒
伝
子
亦
給
一
人
耳
︒
古
記
云
︒
問
︒
皆
数
外
︒
別
給
駅
子
一
人
︒

未
知
︒
駅
子
︒
馬
歟
︒
人
歟
︒
又
伝
若
為
処
分
︒
答
︒
有
馬
而
人
従
︒
故
称
駅
子
︒
又
伝
者
別
不
給
︒
本
令
︒
別
給
駅
子
︒
謂
引
導
之
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人
︒
此
間
作
駄
︒
(
八
五
四
・
八
五
五
頁
)

釈
説
は
︑
唐
令
を
引
い
て
︑
﹁
駅
子
と
は
駅
馬
が
駅
家
の
一
人
を
引
導
す
る
な
り
︒
﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
唐
令
に
お
い
て
は
︑
﹁
駅
使

の
鞍
具
︑
宿
具
︑
及
び
束
身
の
調
度
は
︑
一
事
以
上
を
駅
家
が
准
擬

(
準
備
)
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
故
に
駅
子
を
除
く
の
外
︑
更
に
従
人
な

し
︒
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
﹁
此
間
﹂
で
は
︑
﹁
駅
使
は
飲
食
を
除
く
の
外
︑
一
事
以
上
の
例
︑
必
ず
随
身
あ
り
︒
是
を
以

て
駅
子
と
称
す
は
︑
馬
一
疋
︑
並
び
に
子
一
人
な
り
︒
彼
此
の
駅
子
︑
文
同
じ
く
し
て
︑
意
殊
な
れ
り
︒
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
此

間
﹂
は
日
本
を
意
味
し
︑
ま
た
﹁
彼
此
﹂
と
は
︑
ま
さ
に
唐
と
日
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
右
の
引
用
で
は
︑
釈
説
に
続
い
て
古
記
説
も
見

え
て
い
る
︒
そ
の
中
で
﹁
本
令
︒
別
給
駅
子
︒
謂
引
導
之
人
︒
此
間
作
駄
︒
﹂
の
意
味
は
︑
﹁
本
令
で
は
︑
別
に
駅
子
を
給
す
る
が
︑
そ
れ
は

引
導
の
人
を
い
う
が
︑
此
間
で
は
︑

(
駅
子
は
)
駄
を
作
る
を
い
う
︒
﹂
と
な
る
︒
こ
こ
で
も
︑
本
令
は
唐
令
を
示
し
︑
此
間
が
日
本
令
を

指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

十
四
︑
厩
牧
令
06
牧
牝
馬
条

本
令
は
官
馬
牛
な
ど
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
が
︑
本
条
は
牧
馬
牛
の
増
殖
数
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
本
条
本
文
は
︑
﹁
凡
牧
牝
馬
︒

四
歳
遊
牝
︒
五
歳
責
課
︒
牝
牛
三
歳
遊
牝
︒
四
歳
責
課
︒
各
一
百
毎
年
課
駒
犢
各
六
十
︒
其
馬
三
歳
遊
牝
而
生
駒
者
︒
仍
別
簿
申
︒
﹂
と
あ

る
が
︑
そ
の
前
半
の
意
味
は
︑
﹁
牧
の
牝
馬
は
四
歳
に
し
て
遊
牝

(
交
尾
)
せ
よ
︒
五
歳
に
し
て
課
を
責
め
よ
︒
牝
牛
は
三
歳
に
し
て
遊
牝

せ
よ
︒
四
歳
に
し
て
課
を
責
め
よ
︒
各
一
百
に
年
ご
と
に
駒
犢
各
六
十
を
課
せ
よ
︒
﹂
と
な
る
︒
こ
の
本
文
に
対
す
る
集
解
に
は
︑
﹁
古
記
﹂

説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
今
︑
関
連
部
分
を
次
に
掲
げ
る
︒

古
記
云
︒
各
一
百
毎
年
課
駒
犢
各
六
十
︒
課
︒
謂
計
牝
為
百
也
︒
然
本
令
︒
馬
牛
以
百
廿
為
群
︒
若
疑
廿
︒
此
牡
所
謂
父
馬
哉
︒
此
間

『令集解』に於ける「此間」についての一考察
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以
百
為
群
︒
計
牝
不
足
百
︒
又
不
合
通
計
他
群
︒
案
雑
律
︒
亡
失
官
物
以
十
分
論
︒
不
足
十
分
当
一
分
論
︒
九
事
為
九
分
之
類
︒
又
厩

庫
律
︒
新
任
不
満
一
年
而
有
死
失
者
︒
惣
計
一
年
之
内
︒
月
別
応
除
多
少
︒
准
折
為
罪
也
︒
即
知
︒
以
十
分
論
合
為
課
除
︒
計
牝
十
課

駒
犢
各
六
也
︒
(
九
一
九
頁
)

古
記
説
は
︑
﹁
各
一
百
毎
年
課
駒
犢
各
六
十
︒
﹂
の
令
本
文
に
対
し
て
︑
課
と
は
牝
を
計
り
て
百
と
な
す
な
り
︒
然
り
︑
本
令
は
馬
牛
百
廿

を
以
て
群
れ
と
な
す
︒
若
し
疑
う
ら
く
は
廿
︑
此
れ
い
わ
ゆ
る
父
馬
か
︒
此
間
︑
百
を
以
て
群
れ
と
な
す
︒
牝
を
計
り
て
百
に
足
ら
ざ
れ
ば
︑

又
他
群
を
通
計
す
べ
か
ら
ず
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
本
令
即
ち
唐
令
で
は
︑
馬
牛
は
百
廿
を
以
て
群
れ
と
な
す
の
に
対
し
て
︑
此
間
即
ち
日

本
で
は
︑
百
を
以
て
群
れ
と
な
し
︑
牝
が
百
に
足
ら
ざ
る
場
合
に
は
︑
又
他
群
の
も
の
を
通
計
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
︒
こ
の
場
合
も
︑

唐
令
を
意
味
す
る
本
令
に
対
し
て
︑
此
間
が
日
本
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
︒

十
五
︑
厩
牧
令
24
闌
遺
物
条

本
条
は
︑
拾
得
物
の
届
け
出
な
ど
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
令
本
文
の
冒
頭
に
は
︑
﹁
凡
闌
遺
之
物
︒
五
日
内
申
所
司
︒
﹂
と
あ
る
︒
そ
の

意
味
は
︑
﹁
闌
遺
の
物
︑
即
ち
拾
得
物
を
発
見
し
た
場
合
に
は
︑
五
日
内
に
諸
司
に
申
告
せ
よ
︒
﹂
と
な
る
︒
こ
れ
に
対
す
る
集
解
釈
説
の
関

連
部
分
を
次
に
示
す
︒

釈
云
︒
所
司
︒
京
職
及
国
司
也
︒
此
条
称
闌
遺
物
者
︒
広
及
財
物
︒
何
者
︒
唐
厩
牧
令
︒
及
捕
亡
令
︒
並
无
送
司
日
限
故
︒
雑
律
義
云
︒

五
日
内
未
送
官
者
︒
科
違
令
者
︒
即
知
︒
唐
令
意
︒
得
即
送
所
司
︒
不
得
経
日
︒
此
間
令
︒
立
闌
遺
之
物
︒
五
日
内
申
所
司
之
文
︒
即

知
︒
非
独
為
闌
畜
︒
然
則
︒
闌
畜
及
財
物
︒
五
日
内
者
不
可
坐
︒
満
五
日
後
︒
乃
以
失
亡
乃
坐
贓
論
耳
︒
(
九
三
七
頁
)

釈
説
に
依
れ
ば
︑
﹁
所
司
と
は
︑
京
職
及
び
国
司
な
り
︒
此
の
条
が
闌
遺
物
と
称
す
る
は
︑
広
く
財
物
に
及
ぶ
︒
何
と
な
れ
ば
︑
唐
の
厩
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牧
令
︑
及
び
捕
亡
令
は
並
び
に
送
司
の
日
限
な
き
の
故
な
り
︒
雑
律
義
に
云
う
︒
五
日
内
未
だ
官
に
送
ら
ざ
れ
ば
︑
違
令
を
科
す
︒
即
ち
知

る
︒
唐
令
の
意
は
︑
得
て
即
に
所
司
に
送
り
︑
日
を
経
る
を
得
ず
︒
此
間
令
で
は
︑
闌
遺
の
物

(
拾
得
物
)
は
︑
五
日
内
に
所
司
に
申
す
の

文
な
り
︒
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
も
︑
唐
令
を
受
け
て
︑
此
間
令
の
語
彙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
意
味
す
る
所
は
︑
日
本
令
を
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
︒

十
六
︑
仮
寧
令
10
官
人
遠
任
条

本
令
は
︑
官
人
の
休
暇
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
本
条
は
︑
遠
隔
地
の
国
司
ら
が
父
母
の
喪
に
解
官
す
べ
き
場
合
の
規
定
で
あ
る
︒
解
官

す
べ
き
場
合
は
︑
﹁
申
官
処
分
︒
﹂
と
な
る
︒
本
文
に
対
す
る
義
解
に
は
︑
﹁
官
︑
更
に
奏
聞
す
と
い
う
︒
﹂
と
あ
る
︒
太
政
官
は
更
に
天
皇
に

奏
聞
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
に
は
︑
現
存
本
﹃
令
集
解
﹄
テ
キ
ス
ト
に
は
︑
﹁
私
案
︒
上
二
家
申
所
司
︒
所
司
申
任
所
︒
然
則
︒
此
間

文
申
官
者
︒
任
所
所
申
︒
抑
人
異
説
︒
﹂
(
九
五
二
頁
)
の
夾
注
が
附
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
意
味
は
︑
﹁
私
に
案
ず
る
に
︑
上
二
家
︑
所
司
に

申
し
︑
所
司
は
任
所
に
申
す
︒
然
ら
ば
則
ち
︑
此
間
の
文
︑
官
に
申
す
は
︑
任
所
の
申
す
所
な
り
︒
抑
も
人
説
を
異
に
す
︒
﹂
と
な
ろ
う
︒

こ
こ
で
は
︑
唐
令
そ
の
も
の
の
引
用
は
な
い
が
︑
﹁
此
間
文
﹂
と
い
う
の
は
︑
日
本
令
の
規
定
で
は
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
︒

十
七
︑
喪
葬
令
07
官
人
従
征
条

喪
葬
令
は
︑
陵
墓
や
葬
儀
な
ど
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒
本
条
は
︑
官
人
が
征
討
や
駕
行
︑
及
び
使
人
で
あ
る
時
に
死
亡
し
た

場
合
︑
殯
斂
調
度
を
支
給
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒
本
条
集
解
に
は
︑
古
記
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
同
説
を
掲
げ
る
︒

『令集解』に於ける「此間」についての一考察
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古
記
云
︒
皆
給
殯
斂
調
度
︒
謂
不
限
高
下
給
之
︒
其
数
従
別
式
︒
賻
物
亦
与
京
官
同
︒
郡
司
五
位
亦
同
︒
六
位
以
下
不
合
︒
又
京
官
六

位
以
下
︒
不
給
殯
斂
調
度
也
︒
問
︒
外
官
不
限
高
卑
︒
皆
給
殯
斂
調
度
并
賻
物
︒
京
官
六
位
以
下
︒
給
賻
物
︒
唯
殯
斂
不
給
︒
若
為
其

理
︒
答
︒
外
官
所
以
殯
斂
給
者
︒
以
去
家
懸
遠
故
加
給
耳
︒
問
︒
然
者
外
官
任
土
人
︒
若
為
処
分
︒
答
︒
案
戸
婚
律
︒
監
臨
之
官
︒
娶

所
監
臨
女
為
妻
者
︒
杖
八
十
︒
即
任
土
人
勿
論
︒
又
検
本
令
︒
送
葬
堪
者
不
給
︒
然
此
間
広
給
耳
︒
問
︒
无
位
長
上
給
不
︒
答
︒
文
称

依
位
給
︒
无
位
不
合
給
︒
然
今
行
事
不
知
︒
問
︒
国
史
生
若
為
︒
答
︒
同
京
官
史
生
︒
不
限
有
位
无
位
︒
皆
給
殯
斂
調
度
也
︒
(
九
六

四
頁
)

古
記
説
は
︑
京
官
の
六
位
以
下
に
殯
斂
調
度
を
給
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
問
答
を
し
て
い
る
︒
そ
の
議
論
の
後
に
︑
﹁
又
検
本
令
︒
送
葬

堪
者
不
給
︒
然
此
間
広
給
耳
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
の
意
味
は
﹁
又
︑
本
令
を
検
す
る
に
︑
葬
を
送
る
に
堪
え
る
者
は
給
せ
ず
︒
然
し

て
此
間
は
広
く
給
す
る
の
み
︒
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
本
令
は
唐
令
を
指
し
︑
此
間
は
日
本
を
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
た
自
明
で
あ
る
︒

十
八
︑
喪
葬
令
08
親
王
一
品
条

本
条
は
︑
親
王
以
下
に
給
す
べ
き
葬
送
具
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
︒
本
条
に
よ
れ
ば
︑
親
王
一
品
は
方
相
と
轜
車
を
給
わ
る
︒
本
文
に

対
す
る
古
記
説
を
集
解
に
よ
り
引
用
す
る
と
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

古
記
云
︒
方
相
︒
謂
蒙
熊
皮
︒
黄
金
四
目
︒
玄
衣
朱
裳
︒
執
戈
揚
楯
︒
所
以
導
轜
車
也
︒
此
間
俗
︒
大
人
方
也
︒
轜
車
︒
謂
送
屍
車
也
︒

音
如
之
反
︒
一
云
︒
轜
︒
謂
葬
屋
也
︒
車
︒
謂
載
轜
之
車
︒
下
文
見
也
︒
(
九
六
四
頁
)

古
記
説
に
よ
れ
ば
︑
﹁
方
相
氏
は
︑
熊
皮
を
か
ぶ
り
黄
金
の
目
四
つ
の
面
を
つ
け
︑
玄
い
衣
で
朱
い
裳
の
衣
装
を
着
て
︑
戈
と
楯
を
持
っ

て
︑
轜
車

(
屍
を
送
る
車
)
を
導
く
︒
此
間
の
俗
は
︑
大
人
方
で
あ
る
︒
﹂
と
あ
る
︒
方
相
氏
に
つ
い
て
は
︑
集
解
に
見
え
る
釈
説
に
﹃
周
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礼
﹄
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
︒
ほ
ぼ
︑
古
記
と
同
文
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
方
相
氏
に
つ
い
て
︑
漢
籍
を
引
用
し
て
説
明
し
︑
そ
れ
と

の
対
比
で
﹁
此
間
﹂
の
俗
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
故
に
此
間
は
こ
こ
で
も
日
本
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
︒
尚
︑
﹁
大
人
方
﹂
の
意
味
は
よ
く

分
か
ら
な
い
︒

十
九
︑
喪
葬
令
13
身
喪
戸
絶
条

本
条
は
︑
戸
絶
で
親
族
が
い
な
い
場
合
の
財
産
処
置
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
今
︑
集
解
に
引
用
す
る
古
記
説
を
次
に
掲
げ
る
︒

古
記
云
︒
問
︒
身
喪
戸
絶
无
親
者
︒
未
知
︒
戸
内
有
寄
口
并
女
︒
若
為
処
分
︒
又
於
有
親
者
若
為
︒
答
︒
紀
氏
傍
通
云
︒
身
喪
戸
絶
者
︒

所
有
部
曲
奴
婢
店
宅
資
財
︒
並
令
近
親
将
営
葬
事
及
功
徳
之
外
︒
余
並
入
女
︒
无
女
均
入
己
次
近
親
︒
若
亡
人
存
日
︒
自
有
遺
処
分
︒

有
証
験
者
︒
不
用
此
令
︒
唯
此
間
法
用
︒
有
女
従
夫
戸
︒
并
同
戸
内
无
分
財
良
口
有
者
︒
更
不
加
検
校
︒
然
无
女
者
︒
家
人
奴
婢
悉
合

従
良
︒
又
親
属
別
籍
異
財
者
︒
不
限
遠
近
︒
与
四
隣
五
保
行
事
同
︒
財
物
営
尽
功
徳
︒
家
人
奴
婢
者
︒
放
為
良
人
︒
唯
父
祖
奴
婢
家
人

分
得
者
︒
須
還
本
宗
︒
何
者
︒
妻
家
所
得
奴
婢
為
還
本
宗
故
︒
財
物
見
余
亦
同
︒
以
外
不
合
︒
其
祖
父
母
父
母
有
者
︒
雖
有
別
籍
異
財
︒

更
不
令
加
検
校
︒
外
祖
父
母
亦
同
︒
何
者
︒
五
月
服
以
上
親
存
日
︒
侵
損
其
身
不
得
告
言
故
︒
(
九
六
八
・
九
六
九
頁
)

古
記
説
は
︑
﹁
身
喪
戸
絶
无
親
者
︒
﹂
の
本
文
を
引
い
て
︑
戸
内
に
寄
口
並
び
に
女
が
あ
る
場
合
や
又
親
が
あ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
に
処
分

す
る
か
を
問
う
て
い
る
︒
そ
の
答
え
と
し
て
︑
唐
代
の
法
律
書
と
思
わ
れ
る
﹃
紀
氏
傍
通
﹄
を
引
用
し
て
い
る
︒
そ
の
内
容
は
︑
﹁
身
喪
し
︑

戸
絶
え
た
場
合
に
は
︑
有
す
る
所
の
部
曲
や
奴
婢
︑
店
宅
資
材
は
︑
並
び
に
近
親
を
し
て
葬
事
及
び
功
徳

(
死
者
の
供
養
)
を
営
ま
し
む
べ

き
の
外
︑
余
は
並
び
に
女
に
入
れ
よ
︒
女
が
い
な
い
場
合
に
は
︑
均
し
く
己
の
次
の
近
親
に
入
れ
よ
︒
若
し
︑
亡
人
存
す
る
の
日
︑
自
ら
遺

処
分
有
り
て
証
験
有
ら
ば
︑
此
の
令
を
用
い
ず
︒
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
古
記
説
は
︑
こ
の
法
律
書
の
引
用
に
続
い
て
︑
﹁
唯
此
間
法
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用
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
意
味
は
︑
唐
国
に
お
い
て
は
﹁
不
用
此
令
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
此
間
即
ち
日
本
に
お
い
て
は
本
条
を
適
用
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
こ
こ
で
も
︑
唐
代
の
法
律
書
を
対
比
し
な
が
ら
︑
日
本
の
意
味
で
﹁
此
間
﹂
の
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
︒

お

わ

り

に

万
葉
集
を
代
表
す
る
歌
人
で
あ
る
柿
本
人
麻
呂
の
長
歌
を
次
に
示
す
︒

玉
手
次

畝
火
之
山
乃

橿
原
乃

日
知
之
御
世
従

阿
礼
座
師

神
之
盡

樛
木
乃

弥
繼
嗣
尒

天
下
所
知
食
之
乎

天
尒
満

倭
乎
置
而

青
丹
吉

平
山
乎
超

何
方

御
念
食
可

天
離

夷
者
雖
有

石
走

淡
海
國
乃

楽
浪
乃

大
津
宮
尒

天
下

所

知
食
兼

天
皇
之

神
之
御
言
能

大
宮
者

此
間
等
雖
聞

大
殿
者

此
間
等
雖
云

春
草
之

茂
生
有

霞
立

春
日
之
霧
流

百
磯
城
之

大
宮
處

見
者
悲
毛

(
国
歌
大
観
番
号
二
九
番
︑
以
下
同
)

こ
の
長
歌
に
は
︑
﹁
大
宮
者

此
間
等
雖
云

大
殿
者

此
間
等
雖
云
﹂
と
見
え
る
︒
こ
の
歌
の
詞
書
は
︑
﹁
近
江
の
荒
れ
た
る
都
を
過
ぐ

る
時
︑
柿
本
人
麻
呂
の
作
る
歌
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
此
間
﹂
は
︑
日
本
を
指
す
の
で
は
な
く
︑
明
ら
か
に
﹁
近
江
の
荒
れ
た
る

都
﹂
即
ち
﹁
近
江
大
津
の
宮
﹂
を
指
し
て
い
る
︒
人
麻
呂
の
時
代
に
於
い
て
︑
﹁
此
間
﹂
が
常
に
﹁
日
本
﹂
を
意
味
し
た
訳
で
な
い
こ
と
も

明
白
で
あ
る
︒

ま
た
万
葉
集
の
巻
十
に
あ
る
作
者
不
詳
の
歌
﹁
百
礒
城
之

大
宮
人
者

暇
有
也

梅
乎
挿
頭
而

此
間
集
有
﹂
(
一
八
八
三
番
)
の
歌

に
も
︑
﹁
此
間
﹂
が
見
え
て
い
る
︒
こ
の
場
合
も
︑
日
本
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り
は
︑
大
宮
人
が
徘
徊
す
る
都
を
指
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒
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平
安
時
代
中
期
に
源
順
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
辞
書
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
に
は
︑
﹁
承
塵
﹂
の
語
に
対
し
て
﹁
釈
名
云
︑
承
塵
︿
此
間
名
如

字
﹀
施
於
上
承
塵
土
也
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
こ
の
双
行
注
に
此
間
が
見
え
て
い
る
が
︑
こ
の
場
合
も
後
漢
時
代
に
劉
煕
が
著
し
た
辞
典
で
あ

る
﹃
釈
名
﹄
と
い
う
漢
籍
を
受
け
て
︑
日
本
で
は
と
い
う
意
味
で
﹁
此
間
﹂
の
語
彙
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

奈
良
・
平
安
時
代
の
日
本
に
於
い
て
︑
﹁
此
間
﹂
の
語
彙
は
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
︑
右
に
見
た
よ
う
に
︑
﹃
令
集

解
﹄
に
見
え
る
﹁
此
間
﹂
十
九
ヶ
条
二
十
二
ヶ
所
に
検
討
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
︑
此
間
と
い
う
漢
語
が
集
解
と
い
う
平
安
時
代
の
日
本
令

注
釈
書
に
お
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
が
判
明
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
奈
良
・
平
安
時
代
前
後
に
使
用
さ
れ
た

﹁
此
間
﹂
と
い
う
漢
語
の
用
法
と
し
て
は
︑
明
瞭
に
唐
令
を
引
用
し
た
後
に
︑
日
本
令
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
︑
唐
代
の
法
律
書
と

対
比
し
て
日
本
の
制
度
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
︑
漢
籍
の
引
用
の
後
に
そ
れ
と
対
比
し
て
日
本
の
慣
例
と
し
て
﹁
此
間
俗
﹂
な
ど
と
し
て

使
用
さ
れ
る
場
合
な
ど
が
あ
っ
た
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
﹁
此
間
﹂
と
い
う
漢
語
が
︑
隋
唐
律
令
を
母
法
と
す
る
継
受
法
で
あ
る
日
本
律
令

の
注
釈
書
に
お
い
て
︑
常
に
母
法
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
本
令

(
唐
令
)
や
唐
国
の
制
度
や
規
範
な
ど
を
意
識
し
て
使
用
さ
れ
︑
﹁
日
本
﹂

と
い
う
意
味
を
担
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る

(
平
成
二
十
八
年
丙
申
九
月
二
十
五
日
稿
)

附
記

本
稿
は
︑
関
西
学
院
大
学
に
て
月
例
で
開
催
さ
れ
る
﹃
令
集
解
輪
読
会
﹄
に
於
い
て
︑
小
生
が
担
当
し
た
部
分
に
﹁
此
間
﹂
の
語
彙
が
あ
つ
た
こ
と

が
機
縁
と
な
り
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
輪
読
会
に
常
に
参
加
さ
れ
て
い
る
関
西
大
学
名
誉
教
授
奥
村
郁
三
先
生
か
ら
は
︑
﹃
﹁
此
間
﹂
の
問
題
﹄
と
題

す
る
﹃
令
集
解
﹄
全
編
に
わ
た
る
メ
モ
を
ご
提
供
頂
き
︑
大
き
く
啓
発
し
て
頂
い
た
︒
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
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